
在学生の皆さんへ（卒業学年を除く） 

 

【重要・至急】高等教育の修学支援新制度への本学の対応について 

 

岡崎女子大学・岡崎女子短期大学は、令和 2 年 4 月から開始される「高等教育の修学支援

新制度」の対象機関となりました。家計の経済状況、学業成績等一定の要件を満たす場合は、

授業料等の減免や給付奨学金が受けられます。この修学支援新制度の申請手続き等の詳細

については学生ポータルサイトに発信しております。授業料等の減免や給付奨学金の給付

を希望する学生は、至急学生ポータルサイトの内容を確認して必要な手続きを行ってくだ

さい。 

 

 令和元年 10 月 29 日 学生支援課 

 


